
コロナ禍で、生活困窮者している方にお配りする食品が不足しています。 

町民の皆さまのご協力をお願いします。 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

  寄付をお願いしたい食品 

1 米 （1 年以内のもの） 

2 缶詰、レトルト食品、カップ麺、海苔、ふりかけ、調味料 など 

 （賞味期限が 2 か月以上残っているもの） 

お預かり場所 

箕輪町社会福祉協議会、 箕輪町役場福祉課 

月曜日から金曜日（祝日を除く） 8：30～17：15 まで 

     

内 容 

  お預かりした食品は、生活困窮者や子ども・障がい者・高齢者等の支援に取り組む団

体などへ提供されます。 

  ・・・・・・・ 

箕輪町役場 福祉課 プレスリリース  

令和３年６月４日 発信 

福祉課 社会福祉係 
(課長) 唐澤 勝浩 (担当) 北條 治美 
電 話：0265-79-3111 （内線）1410 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ-mail：fukushi@town.minowa.lg.jp 

フードバンクにご協力ください 

箕輪町 

添付資料 有  無 
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フードバンクってなんだろう？
日本は先進国かつ裕福な国ですが、貧困率は高く、国民の約16％の人が衣食住に
困っているという現状があります。
その反面年間約632トンの食料が破棄されています。（フードバンク信州ＨＰより引用）

フードバンクとは、企業で廃棄されたりご家庭に眠っている食料を回収し、
生活困窮者や地域支援活動に取り組む団体に寄付する活動です。

≪問い合わせ先≫ 箕輪町社会福祉協議会 地域ふれあいグループ
ＴＥＬ：７０－７０７５ ＦＡＸ：７９－６７７０

子ども・障がい者・高齢者等の
支援に取り組む団体など

フードバンクみのわ事業 イメージ図

にご協力を！

地域住民

企 業

各団体

箕輪町社会福祉協議会
（箕輪町ボランティアセンター）
（まいさぽ出張相談所）

（事 務 局）

生活困窮者

支援団体

生活困窮者・失業中・
ひとり親世帯など

食料提供

食料寄付

関係機関と
連携・協働し
事業を推進します。

①米 ②缶詰、レトルト食品、
カップ麺（乾麺）
海苔、ふりかけ、
調味料 など

〇現物をお預かりします。

賞味（消費）期限が２か月以上
残っている物に限ります。

〇現物をお預かりします。

古米（１年前）まで
に限ります。

②野菜〇現物はお預かりできません。

フードバンク協力者として
ご登録させていただき、連絡を
させていただきます。

捨てるのは
もったいない…

食 料
ありがとう💛

‐‐‐寄付をお願いしたい食料品‐‐‐


